
 

 

 
  

 
 
 
 
 

第４部 計画の推進のために 
 

 

 

市民主体による自立的な行政経営 
 

第１章 市民参画によるまちづくりの推進 

第２章 地域の視点に立った主体的なまちづくり

の推進 

第３章 持続可能な行政経営の確立 
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◇計画の推進のために施策体系◇ 

第１章 

１.市民参画によるまち (1)透明性の高い市政の ①情報公開の拡充 

 づくりの推進 推進 ②広報活動の充実 

 ③個人情報の適正管理 

 ④監査機能等の充実 

 

 (2)市民参画体制の充実 ①参画機会の拡充 

 ②市民ニーズの的確な把握と 

 市政への反映 

第２章 

２.地域の視点に立った (1)コミュニティ活動の促進 ①自治会などの活動への支援 

 主体的なまちづくり ②コミュニティ施設等の整備 

 の推進 ③地域特性を生かしたまちづくり 

 ④多様な実施主体との連携 

 

 (2)平和と交流によるまち ①市民が願う非核平和によるまち 

 づくりの推進 づくりの推進 

 ②市独自の国内外との交流による 

 まちづくりの推進 

第３章 

３.持続可能な (1)効率的な行政運営の ①成果を重視した行政運営の推進 

 行政経営の確立 確立 ②組織機構などの簡素化 

 ③人事体制の整備 

 ④民間活力の導入推進 

 ⑤電子自治体
※
の推進 

 ⑥情報セキリュティ対策の充実 

 ⑦広域行政の推進 

 

 (2)健全な財政運営の推進 ①財源の確保 

 ②効率的な財政運営 

 ③長期的な視点に立った財政運営 

 

 (3)公共施設等の一体的な ①公共サービス・施設等の規模の 

 マネジメントの推進 適正化の推進 

 ②公共施設等の効率的な施設管理の 

 推進 

 ③公共施設等の有効活用の推進 

 

 (4)行政サービスの利便性 ①窓口サービス・市民の利便性の向上 

 向上の推進 ②行政サービスの電子化 

                                                   
※電子自治体＝ＩＣＴ（情報通信技術）を利用して、業務における様々な事務手続きを効率化し、住民の利便性向上を図った地

方自治体 
















